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アーバンヴィラ四条大宮 
重要事項説明書 

 

この重要事項説明書は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生労働省令第３７号）」第１７８条及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第３５号）」第２３４条の規定に基づくものです。 

 

記入者氏名（役職名） 和田晴子（管理者） 

所   属 アーバンヴィラ京都神山クラシック 

記入年月日 ２０２５年９月１日 

 

１． 事業者の概要 

 【事業本体】 

事 業 者 名 称 アーバンスタイルケア株式会社 

主たる事務所所在地 
〒６０３－８０３３ 

京都市北区上賀茂馬ノ目町１９番地の１ 

電 話 番 号 ０７５－７１１－５５８９ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７５－７０６－８１２５ 

ホームページアドレス https://www.urban-stylecare.co.jp 

代表者氏名（役職名）  杉本 豊平（代表取締役） 

設 立 年 月 日  平成１８年４月１８日 

 

 【事業本体が当該都道府県内で実施する他の介護サービス】 

地域密着型サービス 

＜地域密着型特定施設入居者生活介護＞ 

アーバンヴィラ千本笹屋町 

京都市上京区笹屋町通千本東入笹屋町３丁目６２２番地 

アーバンヴィラ上桂 

  京都市西京区上桂北村町１１４番地 

 アーバンヴィラ西賀茂 

  京都市北区西賀茂南大栗町１１番地 

居住サービス等 

 ＜介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護＞ 

アーバンヴィラ上賀茂プレミアム 

 京都市北区上賀茂西河原町１２番地 

＜特定施設入居者生活介護＞ 

アーバンヴィラ京都神山クラッシック 

 京都市北区上賀茂壱野口町２６番地 
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２． 事業所の概要 

 【事業所本体】 

事 業 所 名 称  アーバンヴィラ四条大宮 

所 在 地 
〒６００－８３８３ 

京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町５２番地 

電 話 番 号 ０７５－４３２－７３８８ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７５－８０１－５５０２ 

入 居 定 員 ２９室・２９名 

管 理 者 氏 名  和田晴子 

開 設 年 月 日  平成２３年１月１５日 

ア ク セ ス 
阪急電車「大宮」駅より徒歩３分 

京福電車「四条大宮」駅より徒歩３分 

その他、当ホームの施設概要等の詳細につきましては、添付の行政様式をご参照ください。 

 

【厚生労働省の定める表示事項】 

類 型 
介護付有料老人ホーム 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

住 居 の 権 利 形 態 

利用権方式 

居住・共有部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となってい

ることを指します。 

利用料の支払い方法 一時金方式と月払い方式のどちらかを入居者が選択できます。 

入 居 時 の 要 件 
要介護 

 要介護認定を受けている方が対象です。 

介 護 保 険 京都市指定介護保険 

介 護 居 室 区 分 全室介護居室・個室 

特定施設である有料

老人ホームの看護・介

護に関わる職員体制 

入居者２．５人に対して、職員１人以上を配置します。 

現在及び将来にわたって要介護者２．５名に対して職員１名以上の割合で介

護にあたります。 

法的には入居者３人に対し、職員１人以上の配置を必要とします。 

介護保険事業所番号 第２６９０４０００４５号 

事業開始(予定)年月日  平成２３年１月１５日 

指 定 年 月 日  平成２３年１月１５日 

指 定 更 新 年 月 日  令和 ５年１月１５日 
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 【構造等の状況】 

敷 地 
 ５５８．８２㎡ 

当社が所有しており、根抵当権を設定しています 

建 物 構 造 
 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 

鉄骨造７階建て 

建 物 延 べ 床 面 積 
 ２，０１１．４９㎡ 

当社が所有しており、根抵当権を設定しています。 

  

【主な設備】 

居 室 
介護個室 ２９室（１人１室） 

１８.２７㎡：１６室 ・１９.４７㎡：５室 ・ ２２．９１㎡:８室 

食 堂 

４階に設置しております。 

入居者が使用できるテーブルや椅子等の備品類を備えています。 

機能訓練室と兼ねます。２３５．７㎡ 

浴 室 
浴室は６ヶ所となっており、個浴が５ヶ所・特殊浴槽が１ヶ所設置してお

ります。 

ト イ レ 

各居室には、トイレを設置（２９ヶ所）しています。 

共用トイレは６ヶ所設置しています。すべて車椅子等の対応が可能で

す。各所に緊急通報装置を設置しています。 

そ の 他 

＜共用施設の設備状況＞ 

・ 洗濯室・パントリー・相談室・健康管理室・機能訓練室（食堂と 

・ 兼用）・廊下・共用階段・事務室・厨房・理美容室・ロビーラウン

ジ・ルーフテラス・昇降機・機械室があります。 

・ 廊下、共用スペースに手すりを設置しています。また、車椅子での

移動は可能です。 

＜その他の設置状況＞ 

・ 居室内には、洗面台やトイレ等の設備、ベッド等の備品を備えます。

また、緊急通報装置・外線電話回線・テレビ回線・Ｗｉ－Ｆｉ・冷暖

房設備を設置しています。 
 

 

３．従業者に関する事項 

職員の人数や保有資格等の詳細につきましては、添付の行政様式をご参照ください。 

当ホームでは、介護保険の基準を上回る、要介護者２名に対して常勤換算で１名以上の職員を配置し

ています。 

※ １週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数は、４０時間とします。 

※ 常勤換算人数とは、従業者の勤務延べ時間数を当該事業者において常勤の従業者が勤務すべき時間数

で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいいます。 

※ 夜勤を行う介護職員の人数は、平均２名（宿直従業者を除いた人数）配置します。但し、最少時の人

数は１名とします。 
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職 種 主な職務内容 

管理者 
従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、

従業者に対する必要な指揮命令を行います。 

生活相談員 入居者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施、請求業務等を行います。  

介護職員 入居者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 

看護職員 入居者の保健衛生管理及び看護業務を行います。 

機能訓練指導員 
入居者の日常生活を営む上で必要な機能の改善又はその機能減退の予防に関す

る業務を行います。 

計画作成担当者 入居者の状態等を踏まえて、地域密着型特定施設サービス計画の作成等を行います。 

 

４．入居に関する要件 

入居時の要

件 

当ホームの入居に際しては、以下の条件が必要となります。 

① 介護保険被保険者証の保険者が京都市であること。 

② 入居時に要介護１から５であること。 

③ 身元引受人兼保証人１名と身元引受人１名を立てることができること。 

④ 常時医療行為を必要としないこと。 

⑤ 感染症・伝染病の感染を他の入居者に広げる恐れがないこと。 

契約解除の

内 容 

① 契約期間が満了した場合 

② 入居者の要介護認定区分が自立(非該当）もしくは要支援と認定された場合 

③ 入居者が死亡した場合 

④ 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した場合 

⑤ 居室の全部又は一部の転貸、他入居者との居室の交換、これらに類する行為を

行った場合 

⑥ 禁止又は制限される行為に関する規定に違反した場合 

⑦ 入居者の行動が自傷、他の入居者あるいは従業員の生命や身体又は財産に危

害を及ぼし、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおけ

る善良なる管理者の注意と介護方法及び接遇方法では、これを防止すること

ができない場合 

⑧ 入居者又はその家族等による、事業者の役職員や他の入居者等に対するハラ

スメントにより、入居者との信頼関係が著しく害され事業の継続に重大な支

障が及んだ場合 

⑨ 入居者が正当な理由なく入居者負担金、その他自己の支払うべき費用を２ヶ

月以上滞納した場合 

⑩ 入居者に医療行為が必要となり、事業所での入居生活を継続することが困難

と判断された場合 

⑪ 反社会的勢力排除規定に抵触することが判明した場合 

⑫ 入居者から解約の申し出があった場合 

⑬ 他の介護保険施設等への入所を希望し、その施設側で受け入れが決まった場合  
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５．体験入居 

契約を希望されている方は、正式な契約締結前に入居を体験していただけます。 

体 験 入 居 の 内 容 

 １泊２日 １５，０００円 

※ 介護保険は適用されません。 

※ 入居契約までに体験できる宿泊サービスです。宿泊代・食事代（3 食

付）・介護費用（但し、個別の要望に基づく外出同行等は除く）・リネ

ン代が含まれます。 

 

６．サービス内容 

【事業所運営に関する方針】 

事業者は、老人福祉法や介護保険法等の趣旨に沿って、入居者の意思及び人格を尊重し、特定施設サ

ービス計画に基づき、入居者がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよ

う、入浴や排泄、食事等の介護及び機能訓練、その他の日常生活全般にわたる援助を行います。 

事業者は、京都市その他関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めます。 

事業者は、介護保険法その他の法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。 

【サービス提供内容に関する特色】 

・ 入居者個人の自由・尊厳・プライバシーを尊重いたします。 

・ 住み慣れた環境で、毎日を楽しく生き生きとお過ごしいただけるよう、生活のお手伝い・介護を

提供いたします。 

・ 「こころ」のケアを重視し、入居者ご自身の生活全般をトータルにサポートいたします。ご家族

様への情報提供、情報交換も積極的に行います。 

・ 町内会、ご近所とも密接にかかわり、住み慣れた地域で安心して暮らせる場として、開かれた事

業所を目指します。 

・ より良いサービスを提供するために、計画的に従業者を研修・育成していきます。心と技術の両

面で、従業者を育てます。 

 

７．苦情解決に対する窓口等の状況 

事業者は、入居者又はその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や

第三者委員を選任する等の必要な措置を講じます。 

相 談 窓 口 

［当事業所窓口］ 

担 当 者 ：万徳成介（生活相談員）・東山和幸（本部部長） 

 責 任 者 ： 和田晴子（管理者） 

 第三者委員 ： 三宅 正（株式会社三星化学研究所 代表取締役） 

 受 付 時 間 ： （当事業所）終日、受け付けております。 

（本  部）９：００ ～ １８：００ 

電 話 番 号 ： （当事業所）０７５－４３２－７３８８ 

電 話 番 号 ： （本  部）０７５－７１１－５５８９ 

電 話 番 号 ： （第三者委員）０９０－３２７５－６５９４ 
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［北区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－４３２－１３６４ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［左京区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－７０２－１０６９ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［上京区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－４４１－５１０６ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［中京区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－８１２－２５６６ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［下京区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－３７１－７２２８ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［右京区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－８６１－１４１６ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［右京区役所京北出張所  保健福祉第一担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－８５２－１８１５ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［西京区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－３８１－７６３８ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［西京区役所洛西支所保健福祉センター  健康福祉部 健康長寿推進課高齢  

介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－３３２－９２７４ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［南区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－６８１－３２９６ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 
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［東山区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－５６１－９１８７ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［山科区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－５９２－３２９０ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［伏見区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－６１１－２２７８ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［伏見区役所深草支所保健福祉センター  健康福祉部 健康長寿推進課高齢  

介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－６４２－３６１６ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［伏見区役所醍醐支所保健福祉センター  健康福祉部 健康長寿推進課高齢  

介護保険担当］ 

電 話 番 号 ： ０７５－５７１－６４７１ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［京都府国民健康保険団体連合会］ 

電 話 番 号 ： ０７５－３５４－９０９０ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（１２：００～１３：００を除く） 

（土・日・祝日は定休日） 

 

［京都府福祉サービス運営適正化委員会］ 

電 話 番 号 ： ０７５－２５２－２１５２ 

受 付 時 間 ： ９：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

［公益社団法人 全国有料老人ホーム協会］ 

 電 話 番 号 ： ０３－５２０７－２７６１（代表） 

０３－５２０７－２７６３（入居相談室） 

受 付 時 間 ： １０：００ ～ １７：００（土・日・祝日は定休日） 

 

８．秘密保持と個人情報の保護について 

事業者及び従業者は、業務上知り得た入居者及びそのご家族等に関する秘密又は個人情報について、

個人情報保護法及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」を遵守してその保護に努め、入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等、

正当な理由がある場合又は入居者の事前の書面による同意がある場合を除き、契約履行中及び契約

終了後も第三者に漏らすことはありません。 



- 8 - 

９．医療体制 

 【緊急時の対応】 

事業者は、サービスの提供中、入居者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに主

治医や看護職員と連携を図り、関係医療機関等へ連絡する等の必要な措置を講じるとともに、入居者

があらかじめ指定する連絡先にも連絡します。但し、身元引受人のみに連絡を行い、複数の連絡先に

は連絡しません。 

 

【協力医療機関】 

医 療 機 関 名 シミズ四条大宮クリニック 

所 在 地 ・ 連 絡 先 
〒604-8811 京都市中京区壬生賀陽御所町 3-1 

電話：０７５－８１３－１３００ 

診 療 科 目 脳神経外科、整形外科、内科、リハビリテーション科、神経内科 

協 力 科 目 

・ 急変時、緊急時の対応指示 

・ 通院治療 

・ 医療機関の紹介や手配 

（医療費その他の費用は、入居者の自己負担） 

 

医 療 機 関 名 康生会 武田病院 

所 在 地 ・ 連 絡 先 
〒600-8558 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路 841-5 

電話：０７５－３６１－１３５１ 

診 療 科 目 
内科・循環器内科・神経内科・外科・整形外科・呼吸器内科・消化器内科・

小児科、外科、整形外科 

協 力 科 目 

・ 急変時、緊急時の対応指示 

・ 通院治療 

・ 入院時の受け入れ、医療機関の紹介や手配 

（医療費その他の費用は、入居者の自己負担） 

 

医 療 機 関 名 医療法人 理智会 たなか往診クリニック 

所 在 地 ・ 連 絡 先 
〒602-8376 京都市上京区一条通御前西入大東町 90 

電話番号 ： ０７５－４６７－８７７１ 

協 力 科 目 
・ 急変時、緊急時の対応指示 

・ 往診診療（医療費その他の費用は、入居者の自己負担） 

 

【協力歯科医療機関】 

医 療 機 関 名 たけち歯科クリニック 

所 在 地 ・ 連 絡 先 
〒604-8861 京都市中京区壬生神明町 1 番 39 

電話：０７５－８４２－２２２ 

協 力 内 容 

・ 訪問による診断、治療 

・ 緊急時の対応指示 

（医療費その他の費用は、入居者の自己負担） 
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10．事故発生時の対応 

事業者は、入居者に対して行うサービスの提供により、万一事故が発生し入居者の生命や身体、財産

に損害が発生した場合は、直ちに応急処置を行うとともに、医療機関への搬送等の必要な措置を講じ

ます。また、速やかに入居者の家族等及び市町村や関係機関へ連絡を行います。事故状況及び事故に

際してとった処置について記録し、再発防止対策に努め、その対応について協議します。 

 

11．損害賠償 

前項の事故が不可抗力による場合を除き、速やかに入居者に対して損害賠償を行います。但し、入居

者に故意、又は重大な過失がある場合には、事業者は賠償責任を免除、又は賠償額を減額することが

あります。損害賠償責任保険は、福祉事業者総合補償制度に加入しています。万一、賠償事故が発生

した場合は、この制度を利用します。 

 

12．高齢者虐待の防止 

事業者は、サービスの提供にあたり入居者の人権を擁護し、暴力的行為や発言、外部との意図的な遮

断等の個人の自立・生活・経済・健康が損なわれる行為は行いません。事業者は入居者等の人権擁護

や高齢者虐待防止等のために次に挙げるとおり必要な措置を講じます。 

・ 高齢者虐待の防止のための対策を検討する委員会（以下「高齢者虐待防止委員会」という）を定

期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

・ 高齢者虐待防止に関する指針を整備します。 

・ 従業者に対して、高齢者虐待の防止のための研修を年 2 回以上、定期的に実施します。 

・ これらの体制や措置を適切に実施するための担当者を定めます。研修等を通じて、従業者の人権

意識の向上や知識・技術の向上に努めます。 

・ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（入居者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに市町村に通報しま

す。 

 

13．身体的拘束等の適正化 

事業者は、サービスを提供するにあたり、当該入居者や他の入居者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動制限をする行為は行いません。やむを得

ず身体拘束を行う場合は、あらかじめ入居者の家族等に、入居者の心身の状況、緊急やむを得ない事

由、身体拘束等の態様及び目的、身体拘束等を行う時間や期間等の説明を行い、確認を文書で得た場

合のみ、その条件と期間内においてのみ行うとともに、廃止に向けた取り組みや改善の検討を早急に

行います。 

当事業所は、「身体拘束ゼロへの取り組み」を展開し、身体拘束をなくすための取り組みを行い、入

居者の尊厳と主体性を尊重します。 

 

14．事業継続計画の策定等 

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という）を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 
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15．運営推進会議及び運営懇談会 

 【運営推進会議】 

地域密着型特定施設入居者生活介護が地域に密着し、地域に開かれたものにするために運営推進会

議を開催します。 

・ 運営推進会議の開催は、おおむね２ヶ月に１回以上とします。 

・ 運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者の家族等、地域住民の代表者、地域包括支援センタ

ー職員等、地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者で構成します。 

・ 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われてい

るかの評価や要望、助言等、地域との意見交換や交流とします。 

・ 運営推進会議の報告や評価、要望や助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表

します。 

 

【運営懇談会】 

事業者は、入居者やその家族等との意見交換の場として、運営懇談会を年１回開催します。 

 

16．入居者の意見を把握する体制・第三者による評価の実施 

入 居 者 の 意 見 を 

把 握 す る 取 組 

・ 入居者アンケート（令和６年１１月３０日実施） 

・ 意見箱を設置し、随時要望等に対応します。 

第 三 者 に よ る 

評 価 の 実 施 

［実 施 日］令和７年１月３１日 

［評価機関］一般社団法人京都市老人福祉施設協議会 

 

17．入居者の状況 

 【入居者の概要】                           令和７年 9 月１日現在 

男 女 別 人 数  男性４名・女性１８名 

平 均 年 齢 ９１．２歳 

入居率(一時的不在も含) ７５．８％ 

  ※ 入居者人数・退居者人数及び入居者の入居期間の内容につきましては、添付資料の行政様式をご

確認ください。 

 

18．入居日までに支払う費用 

入居一時金は、想定居住期間及び想定居住期間を超えて居住を継続する場合に備えた家賃総額の一

部に充当します。介護一時金は、法令で定められている人員基準を上回る配置に必要となる人件費の

うち、介護保険給付及び利用者負担によって賄えない額に充当します。入居・介護一時金方式、入居

一時金方式、介護一時金方式、月払い方式のいずれかを入居者が選択できます。 

保証金は、入居契約から生ずる債務の担保としてお預かりします。 
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【一時金方式】 

費 用 の 内 訳 

［一時金］５，８７８，７００円 

［保証金］  ３８０，０００円 

・ 入居契約締結後、入居日までに一括でお振込みください。 

償 却 及 び 返 還 に 

関 す る 事 項 

［入居一時金］ 

・ 入居日翌日より、償却は開始となります。 

・ 想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領する額と

して合理的に算出された額を、入居一時金のうちの初期償却分（非返還

対象分）２１．４１％（１，２５８，７００円）とします。 

・ 初期償却分の事業者への帰属時期は、税法に基づいて、入居一時金の償

却起算日とします。 

・ 初期償却分は、入居後３月以内の契約終了の場合を除き、返還しません。 

・ 均等償却分（４，６２０，０００円）は８４か月（７年）で償却します。

毎月５５，０００円の均等割りとします。償却期間を超えて利用された

場合、入居金の返還はありません。また、追加で料金を支払う必要もあ

りません。 

・ 契約終了時の返還金は、日割りで償却分を差引き、残額を返還いたしま

す。また、入居前に解約された場合は、全額返還させていただきます。 

［保証金］ 

・ 退居時に原状回復費及びその他清算すべき債務が存在する場合、その額

を保証金から差し引き、残額を無利息で返還します。 

保 全 措 置 

公益社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者生活保証制度に加入してお

ります。保証事由の発生と保証すべき額等については、入居者保証制度業

務方法書及び保証約款の規定に従います。 

入居一時金・介護一時金の算定根拠につきましては、添付の行政様式をご参照ください。 

 

【月払い方式】 

費 用 の 内 訳 
［保証金］３８０，０００円 

・ 入居契約締結後、入居日までに一括でお振込みください。 

返還に関する事項 
退居時に返却します。ただし、原状回復費及びその他清算すべき債務が存

在する場合は、その額を保証金から差し引き、残額を無利息で返還します。 

保 全 措 置  保全措置はございません。 
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19．利用料金 

 【介護保険給付対象サービス】 

要介護認定の結果に応じて、以下のようになります。下表は、介護保険自己負担額（所得に応じて１・

２・３割）を表示しております。表記は月額とし１か月を３０日として算出しています。 

特 定 施 設 入 居 者 

生 活 介 護 費 

要介護度 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

要介護１ 542 単位 17,118 円 34,235 円 51,352 円 

要介護２ 609 単位 19,249 円 38,498 円 57,747 円 

要介護３ 679 単位 21,475 円 42,950 円 64,425 円 

要介護４ 744 単位 23,513 円 47,025 円 70,538 円 

要介護５ 813 単位 25,707 円 51,414 円 77,121 円 

加 算 

 □ 入居継続支援加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 36 単位/日 1,129 円/月 2,258 円/月 3,386 円/月 

Ⅱ 22 単位/日 690 円/月 1,380 円/月 2,070 円/月 

(Ⅰ)介護福祉士の数が、利用者の数が６又はその端数を増すごとに１以上

であること、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が利用者の１

５％以上であることを条件に算定できる加算です。 

(Ⅱ)介護福祉士の数が、利用者の数が６又はその端数を増すごとに１以上

であること、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が利用者の 5

～１５％未満であることを条件に算定できる加算です。 

※ テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進、

テクノロジーを活用した複数の機器（見守り機器、インカム、記録ソ

フト等の ICT、移乗支援機器）を活用し、利用者に対するケアのアセ

スメント評価や人員体制の見直しを PDCA サイクルによって継続し

て行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を緩和することがで

きます（現行６：１を７：１とする）。 

 

 □ 生活機能向上連携加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 100 単位/月 105 円/月 209 円/月 314 円/月 

Ⅱ 200 単位/月 209 円/月 418 円/月 627 円/月 

(Ⅰ)訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテ

ーションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの

助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることができる体制を

構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目

的とした個別機能訓練計画を作成等することを条件に算定できる加

算です。※ただし 3 月に 1 回を限度 
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加 算 

(Ⅱ)訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテ

ーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言

語聴覚士・医師が訪問し、施設職員と共同でアセスメントを行い、個

別機能訓練計画を作成することを条件に算定できる加算です。 

 

□ 個別機能訓練加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 12 単位/日 377 円/月 753 円/月 1,129 円/月 

Ⅱ 20 単位/日 627 円/月 1,254 円/月 1,881 円/月 

(Ⅰ)機能訓練指導員や看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共

同して、３月に１回以上の間隔で入居者ごとに個別機能訓練計画を作

成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果や実施方法等につい

て、評価を行うことを条件に算定できる加算です。 

(Ⅱ)個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している利用者について、個別機能訓

練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当た

って当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用すること条件に算定できる加算です。 

 

□ ADL 維持等加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 30 単位/月 32 円/月 63 円/月 95 円/月 

Ⅱ 60 単位/月 63 円/月 126 円/月 189 円/月 

(Ⅰ)以下の要件を満たすことを条件に算定できる加算です。 

①入居者の総数が 10 人以上であること。 

②入居者全員について、利用開始月と、6 月目において、測定した ADL

値を厚生労働省に提出していること。 

③評価対象入居者の調整済 ADL 利得を平均して得た値が 1 以上であるこ

と。 

(Ⅱ)ADL 維持等加算（Ⅰ）の①と②の要件を満たすこと、評価対象入居

者の調整済 ADL 利得を平均して得た値が３以上であることを条件に

算定できる加算です。 
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☑ 夜間看護体制加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 18 単位/日 565 円/月 1,129 円/月 1,693 円/月 

Ⅱ 9 単位/日 283 円/月 565 円/月 847 円/月 

(Ⅰ) ①常勤の看護師を 1 名以上配置し、看護に係る責任者を定めている

こと、②夜勤または宿直を行う看護職員の数が 1 名以上であって、か

つ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること、③

重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者

又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ている

ことを条件に算定できる加算です。 

(Ⅱ)夜間看護体制加算（Ⅰ）の①及び③に該当すること、看護職員により、

利用者に対して 24 時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じ

て健康上の管理等を行う体制を確保していることと条件に算定でき

る加算です。 

 

□ 若年性認知症入居者受入加算 

単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

120 単位/日 3,762 円/月 7,524 円/月 11,286 円/月 

受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めていることを

条件に算定できる加算です。 

 

□ 協力医療機関連携加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 100 単位/月 105 円/月 209 円/月 314 円/月 

Ⅱ 40 単位/月 42 円/月 84 円/月 126 円/月 

(Ⅰ)病状急変時の相談体制の常時確保等、協力医療機関が一定の要件を満

たし、協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、病歴等の情報

を共有する会議を定期的に開催していることを条件に算定できる加

算です。 

(Ⅱ)協力医療機関が（Ⅰ）の一定の要件以外の場合で、協力医療機関との

間で、入所者等の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的

に開催していることを条件に算定できる加算です。 

 

□ 口腔・栄養スクリーニング加算 

単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

20 単位/回 21 円/月 42 円/月 95 円/月 

入居者に対し、利用開始時及び利用中６月ごとに口腔の健康状態、栄養状

態について確認を行い、当該入居者の栄養状態に係る情報を介護支援専門

員に文書で共有した場合に算定できる加算です。※ただし６月に１回を限

度とする。（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算

との併算定不可） 
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加 算 

□ 科学的介護推進体制加算 

単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

40 単位/月 42 円/月 84 円/月 126 円/月 

以下のいずれの要件も満たすことを条件に算定できる加算です。 

①入居者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の

入居者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出すること。 

②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、

上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情

報を活用すること。 

 

☑ 退院・退所時連携加算 

単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

30 単位/日 32 円/日 63 円/日 95 円/日 

医療提供施設を退院・退所して施設に入居する利用者を受け入れた場合に

算定できる加算です。※ただし入居から３０日以内に限る。 

３０日を超える医療提供施設への入所後の再入居も同様に算定します。 

 

□ 退居時情報提供加算 

単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

250 単位/回 262 円/回 523 円/回 784 円/回 

医療機関へ退居する入居者について、退居後の医療機関に対して入居者の

心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に算定できる加算です。

※ただし入所者等 1 人について 1 回に限る。 

 

☑ 看取り介護加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 死亡日以前 

31 日以上 45 日以下 
72 単位/日 76 円/日 151 円/日 226 円/日 

死亡日以前 

4 日以上 30 日以下 
144 単位/日 151 円/日 301 円/日 452 円/日 

死亡日以前 

2 日又は 3 日 
680 単位/日 711 円/日 1,422 円/日 2,132 円/日 

死亡日 1,280 単位/日 1,338 円/日 2,676 円/日 4,013 円/日 

Ⅱ 死亡日以前 

31 日以上 45 日以下 
572 単位/日 598 円/日 1,196 円/日 1,794 円/日 

死亡日以前 

4 日以上 30 日以下 
644 単位/日 673 円/日 1,346 円/日 2,019 円/日 

死亡日以前 

2 日又は 3 日 
1,180 単位/日 1,234 円/日 2,467 円/日 3,700 円/日 

死亡日 1,780 単位/日 1,861 円/日 3,721 円/日 5,581 円/日 
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加 算 

厚生労働省が定める基準に適合する利用者については、死亡日以前 45 日

以下から死亡日までについて、算定できる加算です。 

(Ⅰ)「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド

ライン」等の内容に沿った取組を行うこと。看取りに関する協議等の

場の参加者として、生活相談員を明記する。 

(Ⅱ)（Ⅰ）の算定要件に加え、看取り期において夜勤、または宿直により

看護職員を配置していること。 

 

□ 認知症専門ケア加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 3 単位/日 95 円/月 189 円/月 283 円/月 

Ⅱ 4 単位/日 126 円/月 251 円/月 377 円/月 

(Ⅰ)利用者総数のうち、日常生活自立度のランクⅢ以上の占める割合が２

分の１以上であり、認知症介護に係る専門的研修修了者を、一定の条

件で配置していることを条件に算定できる加算です。 

(Ⅱ)上記(Ⅰ)の基準のいずれにも適合しており、なおかつ認知症ケアに

関する研修計画を作成し実施していることを条件に算定できる加

算です。 

 

□ 高齢者施設等感染対策向上加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 10 単位/月 11 円/月 21 円/月 32 円/月 

Ⅱ 5 単位/月 6 円/月 11 円/月 16 円/月 

(Ⅰ)第二種指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体

制を確保していること、協力医療機関等との間で新興感染症以外の一

般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生

時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること、一定の要件

を満たした医療機関等が定期的に行う院内感染対策に関する研修又

は訓練に 1 年に 1 回以上参加していることを条件に算定できる加算

です。 

(Ⅱ) 一定の要件を満たした医療機関等から、3 年に 1 回以上施設内で

感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている

ことを条件に算定できる加算です。 

 

□ 新興感染症施設療養費 

単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

250 単位/回 262 円/回 523 円/回 784 円/回 

入居者が新興感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う

医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な

感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に算定できる

加算です。※ 1 月に 1 回、連続する 5 日を限度として算定 
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加 算 

□ 生産性向上推進体制加算 

 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ 100 単位/月 105 円/月 209 円/月 314 円/月 

Ⅱ 10 単位/月 11 円/月 21 円/月 32 円/月 

(Ⅰ)以下の要件を満たすことを条件に算定できる加算です。 

①生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たし、そのデータにより業務

改善の取組による成果が確認されていること 

②見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること 

③職員間の適切な役割分担の取組等を行っていること 

④1 年以内ごとに 1 回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を

行うこと 

(Ⅱ) 以下の要件を満たすことを条件に算定できる加算です。 

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上

で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている

こと 

②見守り機器等のテクノロジーを 1 つ以上導入していること 

③1 年以内ごとに 1 回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を

行うこと 

 

 ☑サービス提供体制強化加算 

  単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

□ Ⅰ 22 単位/日 690 円/月 1,380 円/月 2,070 円/月 

□ Ⅱ 18 単位/日 565 円/月 1,129 円/月 1,693 円/月 

☑ Ⅲ 6 単位/日 189 円/月 377 円/月 565 円/月 

(Ⅰ)介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 70 以上ま

たは勤続 10 年以上介護福祉士の占める割合が 100 分の 25 以上 

※上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。 

(Ⅱ)介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 60 以上 

(Ⅲ)介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 50 以上また

は看護・介護職員の総数のうち、常勤職員が 100 分の 75 以上または勤続

年数 7 年以上の者の占める割合が 100 分の 30 以上 

 

☑ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

2,146～3,194 円/月 4,292～6,388 円/月 6,437～9,593 円/月 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）とは、厚生労働省が定める基準に適合してい

る介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、市町村長に届け出

た特定施設入居者生活介護を行った場合に、所定単位数に１２．２％乗じ

て加算するものです。 
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【介護保険給付対象とならないサービス】 

利用料の全額を負担していただきます。表記は月額とし、１か月を３０日として算出しています。算

定根拠につきましては、添付の行政様式をご参照ください。 

家 賃 
一時金方式 月払い方式 

１１０，０００円  １８５，５００円  

食 費 

７５，０００円（１人：１日３食×３０日の場合の概算額） 

・ １日２，５００円（朝 500 円・昼 1,060 円・夜 940 円）と設定してい

ます。 

・ 入院による不在の場合は、食材費を徴収しません。 

・ 行事や催事等で特別メニューを提供する場合は、事前に同意を得た上

で、別途料金をいただく場合があります。 

管 理 費 

６６，０００円 

事務関連費用、火災/その他損害保険料・ゴミ処理費用・共用部分の光熱

水費（居室内の水道料金を含む）・清掃関連費用・修繕維持費用・厨房

の管理/運営費用に充当します。詳細は、添付の行政様式をご確認くださ

い。 

光 熱 費 

３，５００円 

・ 居室における電気使用料として、定額をご負担いただきます。但し、長

期不在時や入院時には、１か月を３０日として日割り清算を行います。 

・ 居室における水道使用料は、管理費に含みます。 

・ 共用部分の光熱水費は、管理費に含みます。 

イ ベ ン ト 食 費 用 

７００円 

・ 月に 2 回実施するイベント食の追加費用としてご負担いただきます。

（1 回あたり 350 円） 

・ 入院等により、イベント実施日に不在の場合は、徴収しません。 

個別的な選択による 

サ ー ビ ス 

・ 介護保険給付には含まれない入居者の個人的な希望による、又は個人の

選択的な個別介護サービスとして提供します。 

・ 費用の詳細につきましては、別添書類「介護サービス等の一覧表」「有

料サービス一覧」に記載しています。 

そ の 他 の 費 用 
医療費・薬剤費・介護用品費・個人で使用する日用品等の費用は、別途実

費負担とします。 
 


